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熱中症による死亡災害発生状況 (平成 17年分)について

熱中症の予防対策については､平成8年5月21日付け基発第329号 ｢熱中症の予防

について｣及び平成 17年 7月29日付け基安発第0729001号 .｢熱中症の予防対策におけ

るWBGTの活用について｣ により指示されているところである｡

平成 17年における熱中症による死亡災害の発生状況については別添のとおりであるの

で､これら通達と併せて､熱中症の予防対策の徹底に努められたい｡











7 その他

(1)熱中症と疑われる症状が現れているにもかかわらず､本人及び周囲の作業者に熱中症の認識

がないことから､対応が不十分であった例が少なからず認められる0

熱中症は､早期の措置が大切であることから､あらかじめ作業者全員に対し､救急措置を含

む労働衛生教育を確実に実施することが重要であるD

(2)適切な休憩設備が確保されていなかった例が認められる｡

あらかじめ､日除けや通風をよくするための設備を設置し､涼しい場所に休憩場所を確保し

ておくことが重要であるD

(3)水分補給用に水､清涼飲料水等が準備されていても､塩分が備え付けられていない例が認

められる｡

塩あるいは塩分を含んだ飲料等により､水分補給とともに塩分の補給を必ず行わせること

が重要である｡

(4)作業者の健康状態を十分に把握 していないまま､作業を行わせた例が少なからず認められるD

作業開始初日あるいは2日目に多発している状況から､時期を逸することなく､作業者の健康

状態を十分把握することが重要であるD










